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廃棄物管理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト 令和4年8月26日 R4

資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1-1 本申請に係る設計及び調達の体制について 2022/7/15 0

補足説明資料2-1
本申請における設計の各段階におけるレビューについて（ＤＢ建屋の共用に関する業
務）

2022/8/26 4

補足説明資料2-2 本申請における設計に係る品質管理の方法について（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 2022/8/22 2

補足説明資料2-3
設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について
（ＤＢ建屋の共用に関する業務）

2022/8/22 3

補足説明資料2-4
申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について
（ＤＢ建屋の共用に関する業務）

2022/8/22 3

補足説明資料2-5 申請書の作成について 2022/8/26 4

補足説明資料2-6 申請書の承認について(貯蔵管理安全委員会) 2022/8/4 2

補足説明資料2-7 申請書の承認について(品質・保安会議) 2022/8/4 2

補足説明資料2-8 申請書の承認について(稟議による承認) 2022/8/4 1

補足説明資料2-9 設計における変更について（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 2022/8/22 2

補足説明資料3-1 文書及び記録の管理について（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 2022/8/4 2

補足説明資料4-1 本申請に当たって実施した設計活動に係る品質管理の活動実績無しに係る説明 2022/7/15 0

廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考

(1/1) 26



4 7 15  

27



28





4 8 26  R4

30



 
  

   

 
2020

10 19
 

 
2021 1
18  

  

 

 
2021 1
21  

 
 

 

 
2021 1
25  

 
 

 

 
2021 1
26  

 

 

 

2  
2022  

31



7 12
 

2022 7
12  

 
 

 

 
2022 7
13  

 
 

 

 
2022 7
21  

7/13

 
 

 

 
2022 7
22  

7/13

 

  

 
2022 7
25  

7/22

 

 

 

 
2022 7
25  

7/22

 

7/22

 

 

32



33



34





36





38





40











45



46





48





50













56





58





60















67





69









73



 

 

令和 4 年 8 月 22 日 R2 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-2 

74



75









79



80







 

 

令和 4 年 8 月 22 日 R3 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-3 

 

83



 
 

 
 

 
 

 
 

84



85





87



88





 

 

令和 4 年 8 月 22 日 R3 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-4 

 

 

90



91





4 8 26  R4

93



 

 

補足説明資料2-5 

 

申請書の作成について 

 

本申請に必要な申請書の作成は設計を主管する箇所が作成した設計活動の

アウトプットを基に事業指定に係る官庁申請を主管する箇所が実施する。 

上記の作業手順に関する規定として「再処理／廃棄物管理 事業変更許可

申請書の作成フローについて」を定めている。 

設計を主管する箇所が作成する設計活動のアウトプットを申請書案として

取りまとめ、設計の計画に従って要求事項との適合性をレビューしている。

その後、事業指定に係る官庁申請を主管する箇所が、上記の設計活動のアウ

トプットを取りまとめ、申請書の全体的な体裁チェックを実施した後、申請

書の承認プロセスへ進む（補足説明資料2-6，2-7，2-8）。 

 

当該規定及び申請書の全体的な体裁チェックの実績の例示を次葉のとおり

添付する。 

 

なお、設計を主管する箇所において申請書案を作成する過程では、整理資

料として許可本文、添付書類に記載すべき事項、その根拠となる情報等を取

り纏め、レビューを行うことで変更許可申請書の技術的な内容に係る品質を

確保する活動をしている。 

また、レビューを行う際は、事業許可申請の経験を持つ技術者が整理資料

の記載事項について横断的な視点でレビューを行う運用としている。 

ただし、上記レビューについては、記録の管理を含めて明文化した運用で

はないことから、今後の改善として本活動に係る運用の明文化を進める。 
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